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申請要領 

１ 提出書類 （◎は必須、△は該当する場合に必要） 

書類名 数量 概要 
原本

還付 
第１号様式 

特定生産緑地 

指定申出兼 

同意書 

（所有権者用） 

◎ １通以上 土地所有者の方のご連絡先及び特定生産緑地への指定を申し出る生産

緑地を確認し、指定について同意することを証する書類です。 
・ 複数の土地所有者がいる場合は、所有者ごとに一枚ずつ作成してくだ 

さい。（共有名義の方にも本市から送付済みです。） 
・ 下記の〈注意事項〉及び４ページの記載例を参考にご記入ください。 

× 

第２号様式 

特定生産緑地 

指定同意書 

（所有権者以外 
の権利者用） 
 

△ １通以上 土地所有者以外の権利者全員が、指定について同意することを証する書

類です。 
・ 同意が必要な権利者については、必ず２ページの「（１）特定生産緑 

地指定の同意についての注意事項」をご確認ください。 
・ 賃借小作人の同意も必要となりますので、賃借小作人名については 

必ず事前に農業委員会事務局で確認してください。 

・ ５ページの記載例を参考にご記入ください。 

× 

土地登記簿謄本 

（全部事項証明書） 

◎ 全筆分 土地の最新の権利者、面積を証する書類です。 
・ 発行日から３か月以内のもの（法務局で取得できます。） 
・ 照会番号付きに限り、オンラインで取得したものでも可能です。 

○ 
 

仮換地地籍 
証明書 

△ 必要に応じ

て 
土地区画整理事業区域内で仮換地指定後の農地等については、仮換地地

積証明書が必要です。（取得場所は３ページをご確認ください。） 
○ 

印鑑登録証明書 ◎ 権利者一人

に対して各

１通 

同意書の印の有効性を確認する書類です。 
・ 第１号様式及び第２号様式に使用した実印の印鑑登録証明書 

・ 発行日から３か月以内のもの 

× 

委任状 △ １通 土地所有者以外が申請書の提出を行う場合に必要です。（同居は不要。） × 
その他 △ 必要に応

じて 
・ 添付書類に記載された住所等が登記と異なる場合は、その関係を裏付ける書

類等が必要になります。（例：土地登記簿謄本に記載の所有者住所と印鑑登録証

明書の住所が異なる場合→前住所記載の住民票もしくは戸籍の附票が必要） 
・ 必要に応じて、上記以外の書類を添付していただく場合があります。 

〈注意事項１〉第１号様式については、４ページ「指定申出書・同意書の書き方（記載例）」をご確認ください。 

なお、登記の変更等により記載内容に変更が生じている場合には変更届を必ず提出してください。変更届についての詳細は２

ページ「（３）変更届について」をご確認ください。 

〈注意事項２〉第１号様式の申出者は土地所有者に限りますが、申出の際に相続が発生している場合は以下のとおりです。 

・遺産分割協議済みで未登記の場合→ 遺産分割協議書（原本還付可）、法定相続人を特定できる書類、法定相続人全員の 

印鑑登録証明書を添付のうえ、申出者は当該地の権利を相続した方全員 

・上記以外の場合→ 法定相続人を特定できる書類を添付のうえ、申出者は法定相続人全員 

  

提出書類は土地所有者（共有名義の

場合は代表者）の方がとりまとめて、受

付場所へご提出ください。 

① 
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（１）特定生産緑地指定の同意についての注意事項 

当該土地についての権利者全員の同意が必要です。同意が必要な権利者とは次のとおりです。 

・所有権者 

 ・対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記されている永小作権、先取得権、質権、抵当権を有する者 

 ・上記の権利に関する仮登記若しくは仮押さえの登記又は農地等に関する買戻し特約の登記の登記名義人 

同意が必要なもの（主なもの一覧） 

第１号様式 第２号様式 
登記されているもの（「甲区」欄に記載） 登記されているもの（「乙区」欄に記載） 登記されていないもの 

 

所
有
権 

 

仮
登
記 

地
上
権 

賃
借
権 

永
小
作
権 

地
役
権 

抵当権 ・農地法第 16 条に基づ

く対抗要件を有している

賃借小作人（※４） 
・都市農地貸借円滑化法

第 4 条に基づく賃借人

（※５） 

相
続
税
等
の
納

税
猶
予
に
係
る

も
の 

左
記
以
外
の
も

の 

○（※１） ○ ○ ○ ○ × ○（※2） ○（※3） ○ 
（※１） 所有者が死亡されている場合で未登記の場合は、相続権のある方全員の同意が必要です。（１ペー

ジ〈注意事項２〉参照） 
（※２） 相続税及び贈与税の納税猶予を受けている生産緑地について、税務署長が抵当権者となっている場

合には、本市が一括して手続しますので、税務署の同意書は不要です。 
（※３） 農業協同組合が抵当権者となっている場合には、本市が一括して手続しますので、農業協同組合の

同意書は不要です。 
（※４） 小作人に相続が発生している場合には、農業委員会事務局への届出が必要になります。現在の小作

人情報及び手続については農業委員会事務局にお問い合わせください。 
（※５） 賃借人に相続が発生している場合には、農業振興センター及び農業委員事務局への届出が必要にな

ります。手続きについては農業振興センター及び農業委員会事務局にお問い合わせください。   
 
（２）一部指定等の申請について 

生産緑地の一部を「特定生産緑地」に指定する場合は、「特定生産緑地」に指定する部分の位置や面積が明ら 
かとなるよう、分筆いただくか、地積測量図又は実測図等が必要となりますので、都市計画課までご相談くだ 

さい。 

なお、現在、一部指定の生産緑地をそのまま「特定生産緑地」に指定する場合は、既に位置及び面積を特定

していますので、分筆等の必要はありません。 
  ※一部指定の生産緑地の買取申出時には、分筆いただくか、隣地との境界が確定し、指定（申出）部分の位 

置や面積が明らかとなる図面（地積測量図等）が必要です。 
 
（３）変更届について 

 ・ 生産緑地指定以降に登記を変更されている場合（生産緑地一覧表の記載内容と登記内容が異なる場合）は、 

同封の「生産緑地変更届」に記載のうえ、事前に都市計画課に必ず提出してください。変更届を提出しない

と申請ができない場合があります。 

土地所有者の変更…変更届、位置図及び登記事項証明書が必要 

  分筆等面積の変更…変更届、位置図、登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図が必要 

  変更届の様式は京都市情報館のホームページでも公開しています。 
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２ 申請書等の交付場所 

 次の場所にも備え付けております。 
・ 農業振興センター（北部・南部・洛西分室） 
・ 市役所（都市計画課、農業委員会事務局） 
 

 
３ 申請受付のご案内 

 受付場所 受付時間 

受
付 

お住まいの行政区を 

所管する 

農業振興センター 

月～金曜日 

9:00～16:00 まで 

（12:00～13:00 を除く） 

都市計画課 

月～金曜日 

9:00～17:00 まで 

（12:00～13:00 を除く） 

   
特定生産緑地への指定を希望される方は、上記受付場所にて必ず申請をしてください。 

 

４ 仮換地地積証明書取得場所 

区画整理事業名 担当部署 所在地 電話番号 

伏見西部第 3・4・5地区 南部区画整理事務所 伏見区深草五反田町 112 番地 075-643-0088 
 

５ お問い合わせ先 

問い合わせ内容 担当部署 所在地 電話番号 
生産緑地全般に

関すること 
都市計画課 

中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 
（市役所分庁舎２階） 

075-222-3505 

小作人に 
関すること 

農業委員会事務局 
中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

（市役所本庁舎地下１階） 
075-222-4050 

受付窓口に 
関すること 

北部農業振興センター 
（北区、上京区、左京区、 

中京区、右京区） 

北区紫野東御所田町 33-1 
（北区役所本庁舎２階） 

075-366-2010 

南部農業振興センター 
（東山区、山科区、下京区、 

南区、伏見区） 

伏見区鷹匠町 39-2 
（伏見区役所３階） 

075-585-3202 

南部農業振興センター洛西分室 

（西京区） 
西京区大原野東境谷町 2 丁目 1-2 
（西京区役所洛西支所２階） 

075-323-7321 

 

  

提出書類は土地所有者（共有名義

の場合は代表者）の方がとりまとめ

て、受付場所へご提出ください。 
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特定生産緑地指定申出兼同意書         

 

                            令和 年  月   日  

  

   京  都  市  長  様  

                  （郵便番号） 

                    住所 

 

                  氏名                

 

                  電話（   ）    －            実印 

 

  下記の生産緑地の特定生産緑地への指定について、申し出るとともに同意します。 

 

 特定生産緑地指定を申出する生産緑地 

番号 所在 地番 
申出面積 

（㎡） 

１ 
   

２  
   

３  
   

４  
   

５  
   

６  
   

７  
   

８  
   

９  
   

１０ 
   

 
  

合計  筆  
 

※ 

備 

考 

欄 

 ※受付印 

注１ 申出者は、太線で囲んだ部分のみ記入してください。 

２  印字内容を変更・修正する場合は、変更・修正部分に二重線を引き訂正印（実印） 

を押してください。 

３  筆数の合計は、申出する生産緑地が裏面に記載されている場合には、同生産緑地も 

含めた筆数を記載してください。 

第１号様式（所有権者用） 

申 

出 

者 

 指定申出書・同意書の書き方（記載例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

希望する合計筆数を記入ください。 

3 

京
都 

捨印（実印）を必ず

押してください！！ 

複数の所有者がいる場合

は、所有者ごとに一枚ずつ

作成してください。 

 

京
都 

印鑑登録したもの 

4 

京都市北区上賀茂○○町 1 

300 

1000 

2 京都市北区上賀茂△△町 

3 京都市北区上賀茂□□町 
京
都 

450 

京都市北区上賀茂☆☆町 500 

京
都 

4-1 250 

現在、本市が指定している情報を基に印字し

ています。登記の変更等により印字内容（地

番、申出面積等）を変更・修正する場合は、

二重線等により修正のうえ訂正印（実印）を

押してください。併せて、変更届を必ず提出

してください。 

印字している生産緑地で特定生

産緑地指定の申出を行わない場

合は、すべて二重線を引いて訂

正印（実印）を押してください。 

○ ○ ○ 

○○○－○○○○ 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

京 都 太 郎 

075 222 3505 
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特 定 生 産 緑 地 指 定 同 意 書         

 

                            令和 年  月  日  

  

   京  都  市  長  様  

                  （郵便番号） 

                    住所 

 

                  氏名                

 

                  電話（   ）    －            実印 

 

  下記の生産緑地の特定生産緑地への指定について、同意します。 

 

番号 所在 地番 

 

申出面積 

（㎡） 

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 注１ 権利者は、太線で囲んだ部分のみ記入してください。 

 ２  同意書は、権利者（所有権者以外）ごとに作成してください。 

 ３  権利者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してく

ださい。 

４  相続税及び贈与税の納税猶予を受けている生産緑地について、税務署長が抵当権者

となっている場合には、京都市が一括して手続を行いますので、税務署の同意書は不要

です。 

 ５  農業協同組合が抵当権者となっている場合には、京都市が一括して手続を行います

ので、農業協同組合の同意書は不要です。 

第２号様式（所有権者以外の権利者用） 

権 

利 

者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京
都 

捨印（実印）を必ず

押してください！！ 

○ ○ ○ 

所有者以外の権利者を記載く

ださい。（銀行、小作人等） 
法人の場合は、事務所の所在

地、名称、代表者氏名を記入

ください。 

京
都 

印鑑登録したもの 

この同意書の権利者が権

利を有する生産緑地の所

在及び地番を記載くださ

い。 

京都市北区上賀茂○○町 

京都市北区上賀茂△△町 

京都市北区上賀茂☆☆町 

1000 

300 

250 4 

1 

2 2 

4-1 

第１号様式に記載の

申出する生産緑地の

番号と一致するよう

にしてください。 筆数が多く記載欄が不足する場合は、

裏面にご記入ください。 
なお、不足する場合は、様式をコピー

してご使用ください。 

1 

○○○－○○○○ 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 

京 都 太 郎 

075 222 3505 


